
​家庭数​ ​令和8年5月22日​

​会員各位　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 むこさぽカンパニー​
​リーダー　 三井​

​令和8年度 第1回むこさぽカンパニー運営委員会報告書​

​１　開会​
​令和8年度第1回むこさぽカンパニー運営委員会について、ご報告いたします。​

​　　　　　　　  PTA会則第24条、過半数以上の出席、成立​

​２　リーダー挨拶​
​　令和8年度第1回むこさぽカンパニー運営委員会を開催いたします。​

​　PTA会則第21条 運営委員会は、総会に次ぐ決議機関です。​
​第22条 運営委員会は運営チーム・専門委員会と臨時委員会の正副委員長・クラスサポーターで構成されます。​

​　　令和8年度のPTA会長、リーダーの三井と申します。よろしくお願いいたします。​
​本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。保護者会から続く慌ただしい日程の中、皆様にご協​
​力いただきまして、本日の第1回運営委員会を迎えることができました。​
​　本校のPTAは、皆様に親しみを感じてもらえるよう「むこさぽカンパニー」と名称を改め、PTAに関わる皆様が​
​できるだけ気軽に参加できるよう業務のスリム化を進めてきました。今年度も引き続き、持続可能なPTA活動のあ​
​り方を検討して参ります。​

​　PTA活動については共働きのご家族が多い中、なかなか参加が難しいということは理解しております。​
​私自身がPTA会長の活動を実施する中でその難しさ（事前準備・定例会議等の会議参加など）を実感しているとこ​
​ろでございます。運営チームのメンバーも同様です。しかしながら、PTA活動で今迄はぐくんできた学校・保護者​
​と関係先・そして子供達との結びつき・つながりを継続させ、子供達にはこの結びつき・つながりがあることでよ​
​り安全で楽しい学校生活を送ってもらいたいと思っていますのでどうかご協力をお願いいたします。​

​　もちろん皆様もこのような集まり自体も初めてで、不安な気持ちがあろうかと思います。​
​私達にとっても初めての活動となりますのでしっかりとやるべきことは実施し、新しいことや不明点などは皆様と​
​気軽に会話させていただき、一緒になって検討・相談させていただければと思います。困ったときには声をあげて​
​いただき、子供たちのために何がしてあげられるかを一緒に考えていきましょう。​
​　1年間どうぞよろしくお願いいたします。​

​３　学校より​
​【​​冨本​​校長先生】​
​改めまして皆さんこんにちは。 4月から校長に着任いたしました​​冨本保明​​でございます。日頃より皆さんに​​は子供​

​たちの安心安全、そして健やかな成長に向けて、多大なるご協力いただいておりますことを改めて感謝申し上げま​
​す。 ありがとうございます。 6年生はもうすぐ赤城の移動教室がございます。その中で今、熊などの心配もあります​
​が、​​施設常駐スタッフと連携して安全を確保していきます。​
​学校としてやれることは、熊鈴、スプレーを可能な限り増やし、なるべく多くの安全な道具を持っていきたいと思っ​
​ております。何はなくとも今年これから 1年間皆様の様々な場面でご協力をいただきながら、学校の教育活動充実さ​
​せていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。​

​【茅野副校長先生】​
​　　こんにちは。副校長の茅野と申します。​

​役員の紹介をさせて頂きます。本人は来ていませんが、お名前だけお伝えさせて頂きます。​
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​　役員選出は荒牧、学校施設開放は伊藤、ミマモルメは貝塚、総務は北村、郊外は松田・荒牧もう一人おります。ま​
​たご連絡します。会計は小山、会計監査は野口、おやじの会は宮澤、また育成会は初谷、学童は永田と石井を割り当​
​てております。また、役職等で何かありましたら、私の方にお尋ねください。それでは1年間どうぞ宜しくお願い致​
​します。​

​４　役員・委員紹介（運営チーム・各運営委員）​
​　　自己紹介形式にて自己紹介。むこさぽカンパニー名簿でご確認ください。​

​５　個人情報の取り扱いに関して（会長）​
​（1）むこさぽカンパニー名簿について​

​むこさぽカンパニー名簿に関しては、受付にて確認していただきました。本年度も名簿を作成し、全世帯にミ​
​マモルメで配信又は配布します。名簿には氏名が記載されていますのでご了承ください。​

​（2）むこさぽカンパニーへの連絡先一斉確認のお知らせ​
​例年ミマモルメまたはヤフーメールを使って皆さまにご連絡をしています。​

​　本日、運営チームよりクラスサポーターの皆さまへヤフーメールをお送りしました。このメール送信の目的​
​は、運営チームからのメールを確実に受け取っていただいていることを確認するためです。　​

​(3)​​クラスサポーター同士でのグループLINE等の作成のお願い​
​来年度の係決めの際の担当クラス決め、学年活動をする場合等を想定し同学年内で連絡がとれるように設定​
​をお願い致します。​

​６　運営委員会スケジュールについて（会長）​
​　【第1回】令和8年5月22日（金）14：00～ランチルーム（向台小学校西校舎1階）​
​　【第2回】令和9年3月14日（土）10：00～書面開催のため、集合しません。​

​以上となります。​
​　　​​日程案について、承認される方は拍手をお願いいたします。​

​→拍手にて賛成多数、承認されました。​

​７　運営チームからの連絡事項​
​（1）令和8年度スローガン・活動方針について（三井）​

​　　　本校のPTA活動では、毎年1年間のスローガンと活動方針を定めて活動していますので、本年度のスロー　　ガ​
​ンと活動方針をご説明させていただきます。​
​　　　スローガン　　『結びつき、強く』​
​　　　 活動方針　　　   ・子供の笑顔と好奇心を引き出し、皆様とより良い関係を築けるような環境づくり​
​　　　　　　　　　　　・業務の効率化、DX推進そして持続可能なPTA活動​
​　　　昨年まで実施してきたPTA活動でできた学校・保護者ー関係者・子供達との結びつきを絶やすことなく、より​

​太く深くさせていきたい。また、対面で接する機会が減ることで子供たちを見守る地域・学校・保護者の関係性​
​が薄れることをが想定されるため、一つ一つの活動を丁寧に実施し、結びつきをより強いものにしたい、この2​
​点の思いから、スローガンと活動方針を作成いたしました。​

​以上となります。​
​　　ご承認いただける方は拍手をお願いいたします。​

​→拍手にて賛成多数、承認されました。​

​（2）第67回向台小学校PTA定期総会について（三井）​
​　　本年度も電子書面による開催といたします。​

​　　　議案書を6月1日（月）に学校HPに掲載し、同日にミマモルメで表決のアンケートを配信します。議案書を確認​
​の上、表決アンケートへの回答をお願いいたします。表決締切日は紙の方は、6月12日(金)ミマモルメの方は、6​
​月14日（金）です。​

​（3）むこさぽカンパニー主催企画について（三井）​
​　　​​本年度の主催企画は、​​避難所運営訓練に協賛等で検討中​​です。詳細が決まり次第、ミマモルメにて共有いた​​し​

​ます。引き続き、イベントの実施に当たってはご協力、皆様からのアイデアも歓迎いたしますのでよろしくお願​
​いいたします。​

​　   (4)​​むこさぽカンパニー　会員・会費に係る会則等の改正について​
​　　​
​　​​　会則​

​・名称変更　クラスリーダー　クラスサポーターに名称を改めます。​
​・第５章　　経理​

​　       第５条　　改正前）1.会費は一括納入とする。ただし二学期以降中途入会したものはその半額とする。​
​　　　　　　　　また、特別の事情があるときは、運営委員会に諮り減免することができる。​
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​　　　　　　　　改正後）1. 会費は一括納入とする。ただし二学期中に途入会したものはその半額とし、三学期に中​
​　　　　　　　　　　　　途入会したものは免除とする。また、特別の事情があるときは、運営委員会に諮り減免す​
​　　　　　　　　　　　　ることができる。​

​　​
​　　規定​
​　　　第３章　　免除​
​　　　第13条　　改正前)目安として600世帯を下回った場合は、再度免除規程を見直すこととする。​
​　　　　　　　　改正後)運営の存続に支障が生じると想定される世帯数（目安として400世帯以下）となった場合　​
​　　　　　　　　は、再度免除規定を見直すこととする。​
​　​

​【サブリーダーより】​
​　​​（5）むこさぽカンパニー活動の手引きについて（廣瀬）​

​各テーブルに1部ずつ「むこさぽカンパニー活動の手引き」用意してあります。皆さまがむこさぽカンパニー​
​活動をしていただくにあたり、必要な情報がまとめられたものです。同じ内容が向台小学校HPで閲覧できます。​
​手引きには「PTA室やランチルームを使いたい」「校庭や体育館を使いたい」といった場合の申請手順、配布し​
​たい印刷物がある場合の手順や機器・紙の使い方などが細かに記載されてあります。必要時にはよくお読みいた​
​だいて、ご活用ください。​

​　尚、昨年度同様、本年もむこさぽカンパニーの活動においてWi-Fiを1台レンタルいたします。​
​　むこさぽカンパニーの活動（学年活動、校外活動を含む）において使用する場合には、Wi-Fiが使用可能と　な​
​ります。詳しい規約や使用方法については、手引きにてご確認ください。​

​また、本日テーブルに配布の手引きは必要な方がお持ち帰りいただいても結構ですがHPにも掲載しております​
​のでそちらをご確認ください。​

​（6）令和8年度むこさぽカンパニーの活動について　※別紙②参照​
​今年は急遽7月から5月にあいさつ運動が変更になり、対応できなかったため今年のあいさつ運動は中止となりまし​

​　た。係りを担当して下さる予定の皆様には、ご迷惑をお掛けしまして、申し訳ございませんでした。​
​　別紙②「令和8年度むこさぽカンパニー年間行事他 活動実施予定」をご覧ください。​

​（7）学年活動、学級活動について​
​学年活動を実施される場合は学年主任・クラス担任の先生と相談し、実施してください。活動の内容を決定し​

​ましたら、運営チームむこさぽメール（​​mukosyopta@yahoo.co.jp​​）までご報告をお願い​​します。​
​学年活動を行う場合は、活動内容に必要な各手続き、申請を期日までにお願いいたします。例えば、休日の施​

​設を使う場合などは必要な手続きがありますので、ご確認ください。​

​　​​（8）学校行事における来校証確認と校門警備について​
​　　　保護者の来校時は、来校証着用を基本とします。来校証がない場合は入校できません。4月8日付で​

​お配りしている「学校およびむこさぽカンパニー行事でのマナーについて」のお手紙を再度ご確認​
​いただき、保護者の皆さまには原則徒歩での来校をご協力お願いいたします。​

​また今年度の行事、運動会・展覧会の校門警備につきましては、昨年度同様警備会社による対応となりますの​
​で、予めご了承ください。​

​運動会・展覧会当日はむこぴょんイラスト入りの薄い黄色の来校証着用が必須です。​
​各家庭2枚、薄い黄色の来校証を以前発行し、お渡ししております。運動会・展覧会当日の再発行対応はいた​

​しません。本年度から来校証を紛失された場合には、むこさぽカンパニーではなく、担任の先生へお申し出頂く​
​ことになりました。再発行お渡しまでには1週間前後掛かる可能性もございますので、早めにお問い合わせお願​
​い致します。​
​　なお、学校公開やイベント時の受付について、今年度も受付係をなくし、警備員の方に受付のご協力をいただ​
​く事となりました。​

​（9）施設運営協議会定例会について​
​　　まずは施設開放運営協議会について簡単にご説明させていただきます。​

​　　　2年生より上の学年の保護者はご存じかと思いますが、向台小学校には、放課後の遊び場開放というものがあ​
​ります。施設開放運営協議会はこの遊び場開放の運営に加え、放課後と休日の校庭や体育館を管理しておりま​
​す。これにより、向台小学校の子どもたちや習い事やサークル活動で使用したい登録団体が利用することができ​
​ます。​

​　　　月に1回の定例会があり、この定例会には、むこさぽカンパニー運営チームのサブリーダー、そして副校長先​
​生が出席しています。むこさぽカンパニーは、PTA活動の一環として向台小学校の施設を使用したい際、第一優​
​先権を持っており、予約をすれば施設を使用することができます。​

​　　利用には通常、定例会までに申請書をご提出いただく必要があります。さきほど申し上げた、イベントの日程を​
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​決める際に必要な手順となっているので、必ずご確認をお願いします。​
​　　　定例会の内容を踏まえ「放課後遊び場の開放のお知らせ」を毎月ミマモルメで配信し、向台小学校のHPにも掲​

​載しています。日程は変更される可能性がありますので、利用の際はHPで最新の情報を確認の上ご参加くださ​
​い。​

​　　　ここで重要なお知らせが一点ございます。本年度8月・9月に施設利用を希望する場合には、7月6日までに申請​
​書の提出をお願いいたします。8月には使用審査・承認が行われないためです。申請の方法については、むこさ​
​ぽカンパニー活動の手引きをご覧ください。​

​　（10）ミマモルメ配信について​
​皆さまがむこさぽカンパニー活動の一環として、むこさぽカンパニー会員全員または特定の学年にお知らせを​

​送りたい場合、ミマモルメをご活用いただけます。ミマモルメ配信を希望する場合は【件名】【本文】【配信​
​元】を明記の上、配信希望日の2週間前までにむこさぽメールまでご連絡ください。​

​この件に関しましても、むこさぽカンパニー活動の手引きに記載がありますので、ご確認ください。​

​（11）来校証の再発行について​
​本年度から来校証を紛失されて場合には、むこさぽカンパニーではなく、担任の先生へお問い合わせ下さい。​

​再発行お渡しまでには1週間前後掛かる可能性もございますので、早めにお申し出お願い致します。​
​なお、再発行分には「再」の文字が入りますのでご了承ください。​

​　​
​【会計より】（松田）​
​（1）今年度の予算について​

​　　　各テーブルに1部ずつ「令和8年度(2026年度)向台小学校PTA予算案」が用意してあります。そちらの予算案​
​は、前年度の運営委員会で決裁をいただき、総会に提出することを承認いただいたものです。当該予算は、むこ​
​さぽ主催企画などの活動に使用いたします。また冷水機を購入しましたが、Ｒ７で対応済みとなります。​

​（2）むこさぽ会費集金について​
​　　今年度もキャッシュレス化・硬貨預け入れ手数料の削減・事務手続き簡素化の観点から原則集金方法を振込と​

​いたします。受付期間は6月22日（月）から6月26日（金）、むこさぽカンパニーのゆうちょ口座に会費1500円を​
​振込む形となります。​

​　　昨年度は期限内の集金が叶わない方がいらっしゃいましたので、その後再集金を行っており、再集金時も振込​
​で1500円とさせていただきました。本年同様の期間は6月29日（月）～7月3日（金）となります。​

​　　また、再集金期間後の集金となる場合、昨年は7月のクラスの担任の先生との個人面談時に現金にて集金させ​
​ていただきました。万が一ではありますが、今年も同様の対応が必要となる場合は、硬貨預け入れ手数料の削減​
​や事務手続き面などを考慮し、2000円の集金となりますので、ご留意ください。​

​　　会員の皆さまに、振込にご理解・ご協力いただきたいというのが大きな趣旨となります。ご協力のほどよろし​
​くお願いいたします。なお、振込手数料の観点からゆうちょダイレクト等オンラインバンキングを推奨します。​
​他行からも振り込みは可能ですが、振込手数料は振込者の負担となりますので、ご了承のほどお願い申し上げま​
​す。​

​　​
​（3）活動費・通信費について​
​　　校外委員会の皆さまへの活動費・通信費は、第2回校外委員会の際にお渡しいたします。​

​その他、活動費・通信費については、むこさぽカンパニー活動の手引きにも記載がございますので、各自ご確​
​認いただきますようお願いいたします。​

​（4）転入者のPTA会費について​
​　　転入者のPTA会費につきまして、昨年度と同様の金額です。​
​　　1学期（4月～8月末まで）​ ​…1,500円​
​　　2学期（9月～12月末まで）​ ​…750円​
​　　3学期（翌1月～翌3月末まで）​ ​…0円​
​　　とさせていただきます。​

​会計については以上となります。​
​承認される方は拍手をお願いいたします。​

​→拍手にて賛成多数、承認されました。​

​９　委員会からの連絡事項​
​　【校外委員会】​
​　​ ​　校外委員会は年3回​
​　　　第1回郊外委員会：令和8年4月22日(水)​

​第2回 校外委員会 : 令和8年10月14日(水)​
​第3回 郊外委員会：令和9年2月24日(水)​

​　　​

​　　  校外地区班は年2回​
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​　　　校外地区班①　令和8年7月16日(木)​
​　　　外地区班②　令和9年3月19(金)​

​１０   質疑応答（尾林）​
​　　　Q1、当日欠席をされて、クラスサポーターで連絡の取れない方はどうなるんですか。​
​　　　Ａ、基本的に欠席された方は、こちらに一任されているのでくじ引きで決まった方はその係を担当して　　　​
​　頂きます。連絡に関しては色々な方法でコンタクトを取らせて頂きます。​

​　　​
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